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舞鶴都市計画区域区分の変更（ 京都府決定）
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舞鶴都市計画区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分）

公聴会（都市計画法第16条第１項の規定による）
において意見をお聞きする都市計画の変更案
閲覧期間：令和２年４月３日（金）から令和２年４月17日（金）まで
公聴会：令和２年４月２４日（金）

総括図　（縮尺１：１５，０００） 公聴会案
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